○小田原市鴨宮ケアセンター条例
平成８年３月29日条例第３号
改正
平成12年３月31日条例第25号
平成12年12月26日条例第63号
平成17年９月22日条例第30号
平成18年３月30日条例第18号
小田原市鴨宮ケアセンター条例
（趣旨）
第１条　この条例は、小田原市鴨宮ケアセンターの設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
（設置）
第２条　介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条第２項に規定する居宅要介護者、法第８条の２第２項に規定する居宅要支援者その他居宅において援護を要する老人に対し、通所による各種のサービスを提供することにより、居宅生活の支援を図るため、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第15条第２項の規定に基づき、老人デイサービスセンターとして、小田原市鴨宮ケアセンター（以下「センター」という。）を小田原市南鴨宮二丁目27番19号に設置する。
（事業）
第３条　センターは、次の事業を行う。
(１)　老人福祉法第10条の４第１項第２号の措置に係る者につき、厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
(２)　法第８条第７項に規定する通所介護（以下「通所介護」という。）
(３)　法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護（以下「介護予防通所介護」という。）
(４)　法第８条第21項に規定する居宅介護支援（以下「居宅介護支援」という。）
(５)　前各号に掲げるもののほか、老人の居宅生活の支援に関し市長が必要と認める事業
（指定管理者による管理）
第４条　市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に、センターの管理を行わせる。
（指定管理者が行う業務の範囲）
第５条　指定管理者が行うセンターの管理の業務の範囲は、次のとおりとする。
(１)　第３条各号に掲げる事業に関すること。
(２)　センターの維持管理に関すること。
(３)　前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
（休館日）
第６条　センターの休館日は、次のとおりとする。
(１)　日曜日
(２)　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に規定する休日
(３)　１月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日までの日
２　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
（開館時間）
第７条　センターの開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。
（利用料金）
第８条　第３条第２号から第５号までに掲げる事業に係るセンターの利用料金（以下「利用料」という。）の額は、別表に定める範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める。
２　市長は、前項の承認をしたときは、速やかに、その承認した利用料の額を告示するものとする。
３　利用料は、指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
４　指定管理者は、利用料を減額し、又は免除しようとする場合は、サービスを受ける者等の資力その他の事情を考慮して、公正に行わなければならない。
（委任）
第９条　この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附　則
この条例は、平成８年５月１日から施行する。
附　則（平成12年３月31日条例第25号）
この条例は、平成12年４月１日から施行する。ただし、第５条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附　則（平成12年12月26日条例第63号）
この条例は、平成13年１月６日から施行する。
附　則（平成17年９月22日条例第30号）
１　この条例は、平成18年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後のおだわら市民活動サポートセンター条例第３条、小田原市鴨宮ケアセンター条例第４条、小田原市知的障害者授産施設条例第４条、小田原市障害者地域作業所条例第３条、小田原市歯科二次診療所条例第４条、小田原市いこいの森条例第４条及び小田原市都市公園条例第22条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附　則（平成18年３月30日条例第18号）
この条例は、平成18年４月１日から施行する。
別表（第８条関係）
	種別
	金額

	通所介護又は介護予防通所介護
	法第41条第４項第１号に規定する通所介護又は法第53条第２項第１号に規定する介護予防通所介護に要する平均的な費用（食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に通所介護又は介護予防通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護又は介護予防通所介護に要した費用の額）

	居宅介護支援
	法第46条第２項に規定する指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額）

	通所介護又は介護予防通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるもの
	食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められるものの額
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